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  工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度の導入について 

 

 吹田市では中小・中堅建設事業者の資金調達の円滑化を図るため、平成２９年

４月１日から、平成２０年１１月に国土交通省が施行した「地域建設業経営強化

融資制度」を導入することとしました。 

 

１ 工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度とは 

 

  この制度は、吹田市と工事請負契約を締結している元請事業者が、本制度に 

 よる融資を希望する場合、吹田市の工事請負代金債権譲渡の承諾を得たうえで、 

工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。 

 

２ 対象となる建設事業者 

 

  中小・中堅元請建設事業者 

  ※中小・中堅元請建設事業者とは、原則として資本の額若しくは出資の総額 

   が２０億円以下又は常時使用する従業員の数が１，５００人以下の建設事 

業者 

 

３ 債権譲渡の範囲 

 

  工事請負代金から前払金、中間前払金又は部分払金の支払済み額等を控除し 

た額 

 

４ 市が債権譲渡を承諾する時期 

 

  工事の出来高が２分の１以上に達したと認められる日以降 

 

５ 債権譲渡先（＝債権譲受人） 

 

  一般財団法人建設業振興基金から債務保証を認められた事業協同組合又は一 



定の民間事業者 

 

６ 手続きの流れ 

 

 （1）元請業者（債権譲渡人）が債権譲受人へ融資の申し込みを行い、工事請 

負代金債権の譲渡契約を締結する。 

 （2）元請業者と債権譲受人が共同で、本市に債権譲渡承諾の申請を行う。 

 （3）債権譲渡承諾の申請に基づき、本市は要件を確認したうえで、債権譲渡 

を承諾する。 

 （4）債権譲受人は一般財団法人建設業振興基金の保証により元請業者に対し 

て出来高の範囲内で融資を行う。 

 （5）工事の検査完了後、本市は工事代金を債権譲受人に対して支払う。 

 

７ その他 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。 

http://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html 

 


